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（提案理由） 

三障がい一元化がうたわれているもとでも福祉手当が支給されていな

い精神障がい者に、精神障がい者福祉手当を支給し、障がい者の福祉の増

進を図るため、本案を提出する。



足立区精神障がい者福祉手当支給条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、精神障がい者（以下「障がい者」という。）に対

し精神障がい者福祉手当（以下「手当」という。）を支給することに

より、障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「障がい者」とは、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５

号）第６条第３項に規定する障害等級が１級に該当するものをいう。 

（受給資格） 

第３条 手当は、足立区の区域内に住所を有する障がい者に支給する。 

（手当の額） 

第４条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、１月に

つき、５，０００円とする。 

（受給資格の認定） 

第５条 受給資格に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、

区長に申請し、受給資格の認定（以下「認定」という。）を受けなけ

ればならない。 

（支給期間及び支払時期） 

第６条 手当は、認定の申請をした日の属する月の翌月から、受給資格

が消滅した日の属する月まで支給する。 

２ 手当は、毎年４月、８月及び１２月にそれぞれの前月までの分を支

給する。 

（受給資格の消滅） 

第７条 受給資格は、認定を受けた者（以下「受給者」という。）が次



の各号のいずれかに該当するときは消滅する。 

 （１） 死亡したとき。 

 （２） 第３条に規定する要件を備えなくなったとき。 

 （３） 手当の受給を辞退したとき。 

 （手当の返還） 

第８条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるとき

は、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。 

（届出） 

第９条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにそ

の旨を区長に届け出なければならない。 

 （１） 住所を変更したとき。 

（２） 第７条第２号及び第３号に該当するとき。 

（３） 前２号のほか規則で定める事項に該当するとき。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 


